
報告第１５号 

 

 

   令和６年度福津市学校運営協議会委員の解任及び任命について臨 

時代理した件の承認について 

 

 

福津市学校運営協議会規則（平成１８年福津市教育委員会規則第８号）第４

条及び第５条の規定に基づき、令和６年度学校運営協議会委員を任命すること

について、特に緊急を要し、教育委員会を開催する時間的余裕がないため、福

津市教育委員会事務委任規則（平成１７年福津市教育委員会規則第７号）第６

条第１項の規定に基づき、令和６年５月３０日教育長職務代理者により臨時に

代理したので、同条第２項の規定に基づき報告し、承認を求める。 

 

 

  令和６年６月２７日 

 

福津市教育委員会           

教育長職務代理者 青 木  一 乗  

 

参 考 

○福津市学校運営協議会規則（抄） 

（設置） 

 第４条 福津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校ごとに協

議会を設置する。 

（委員の任命等） 

 第５条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者について、教育委員会が任命

する。 

 （１） 対象学校の所在する地域の住民 

 （２） 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者 

 （３） 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第９条の７第１項に規定

する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を

行う者 

 （４） 対象学校の校長 

 （５） 学識経験者 

 （６） 関係行政機関の職員 



 （７） その他教育委員会が必要と認める者 

 ２ 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。 

 ３ 委員の定数は、各協議会につき１５人以内で、教育委員会が対象学校の

校長と協議して定める。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員

の総数の１０分の３未満であってはならない。 

 ４ 対象学校の校長は、第１項の委員の任命に関する意見を教育委員会に申

し出ることができる。 

 



 

臨 時 代 理 書 

 

令和６年度福津市学校運営協議会委員の任命について、緊急を要し、かつ教

育委員会の会議を招集する時間的余裕がないので、福津市教育委員会事務委任

規則（平成１７年福津市教育委員会規則第７号）第６条第１項の規定に基づき

臨時に代理する。 

 

 

 令和６年５月３０日 

 

福津市教育委員会      

教育長職務代理者 青 木  一 乗 

 

臨時代理の内容 

 令和６年度福津市学校運営協議会委員の解任及び任命について 

（別紙のとおり） 

 

理由 

 福津市学校運営協議会規則（平成１８年福津市教育委員会規則第８号）第５

条の規定に基づき設置された学校運営協議会委員のうち、１名の委員から辞退

の申し出があったため、解任する。 

また、学校運営協議会の発展的な運営のため委員を新たに任命する必要がある。 

 これが、臨時に代理する理由である。 



（別紙）

学校 選出 区分 氏  名 フリガナ 団体名 職名

福間小学校 2号 保護者 鈴河　華奈子 スズカワ　カナコ 福間小学校父母教師会 副会長

学校 選出 区分 氏  名 フリガナ 団体名 職名

福間小学校 2号 保護者 鈴河　一郎 スズカワ　イチロウ

津屋崎小学校 2号 保護者 石村　絵里 イシムラ　エリ 津屋崎小学校ＰＴＡ 本部役員

令和６年度　学校運営協議会委員名簿（解任）

任期　令和６年５月３１日まで

令和６年度　学校運営協議会委員名簿（任命）

任期　令和６年６月１日　から　令和７年３月３１日まで



報告第１６号 

 

 

   令和６年福津市議会６月定例会への追加上程議案のうち教育予算に係 

る意見の申出について臨時代理した件の承認について 

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第

２９条の規定に基づき、令和６年６月５日に令和６年福津市議会６月定例会に

追加で提出が予定されている議案のうち、教育に関する事務に係る歳入歳出予

算について定める部分に対する意見の照会があったことに伴い、回答を行うこ

とについて、特に緊急を要し、教育委員会を開催する時間的余裕がないため、

福津市教育委員会事務委任規則（平成１７年福津市教育委員会規則第７号）第

６条第１項の規定に基づき、令和６年６月５日に教育長職務代理者により臨時

に代理したので、同条第２項の規定に基づき報告し、承認を求める。 

 

 

  令和６年６月２７日 

 

福津市教育委員会           

教育長職務代理者 青 木  一 乗  

 

参 考 

○福津市教育委員会事務委任規則（抄） 

(臨時代理) 

 第６条 教育長は、緊急やむを得ない事情が生じた場合は、第２条に掲げる

事項について臨時に代理することができる。 

 ２ 前項の規定により臨時に代理したときは、教育委員会にこれを報告し、

承認を受けなければならない。 

 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄） 

（教育委員会の意見聴取） 

 第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に

係る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべ

き事件の議案を作成する場合においては、教育委員会の意見をきかなけれ

ばならない。 



臨 時 代 理 書 

 

 

令和６年福津市議会６月定例会に追加で提出が予定されている議案のうち、

教育に関する事務に係る歳入歳出予算について定める部分に対する意見を求め

られたことについて、緊急を要し、かつ教育委員会の会議を招集する時間的余

裕がないので、福津市教育委員会事務委任規則（平成１７年福津市教育委員会

規則第７号）第６条第１項の規定に基づき臨時に代理する。 

 

 

 令和６年６月５日 

 

福津市教育委員会           

教育長職務代理者 青 木  一 乗  

 

臨時代理の内容 

 令和６年福津市議会６月定例会に追加で提出が予定されている議案のうち、

教育に関する事務に係る歳入歳出予算について定める部分に対する意見を求め

られたことについて、異議のない旨回答する。 

   

理由 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、令和６

年福津市議会６月定例会に追加で提出が予定されている議案のうち、教育に関

する事務に係る歳入歳出予算について定める部分に対する意見の照会があった

ことに伴い、回答を行う必要がある。 

 これが、臨時に代理する理由である。 







議案第３１号 

 

 

福津市立勝浦小学校入学特別認可制度実施要綱を改正することについて 

 

 

福津市立勝浦小学校入学特別認可制度実施要綱（平成１７年福津市教育委員

会告示第１号）は、次の理由により改正する必要があるので、別案のとおり福

津市立勝浦小学校入学特別認可制度実施要綱の一部を改正する告示を制定する。 

 

 

  令和６年６月２７日 

 

福津市教育委員会           

教育長職務代理者 青 木  一 乗  

 

理 由 

 勝浦小学校入学特別認可制度において、１学年の児童数を増員するとともに、

転入学可能人数を超える申請があった場合の就学児童の決定方法を明確にする

必要がある。これに伴い、条文及び様式を整備する必要が生じた。 

 これが、この議案を提出する理由である。 



福津市立勝浦小学校入学特別認可制度実施要綱の一部を改正する告示 

（令和６年６月２７日福津市教育委員会告示第 号） 

 

福津市立勝浦小学校入学特別認可制度実施要綱（平成１７年福津市教育委員会告示

第１号）の一部を次のように改正する。 

 

第１条中「同校の通学区域」を「勝浦小学校の通学区域（福津市立学校の通学区域

に関する規則（平成１７年福津市教育委員会規則第１０号）第２条に規定する勝浦小

学校の通学区域をいう。以下同じ。）」に改める。 

 

第２条中「小学生」を「学齢児童」に、「１年生」を「第１学年」に改め、同条中

第２号を削り、第３号を第２号とし、第４号を第３号とし、第５号を第４号とする。 

 

第３条を次のように改める。 

 

（許可期間） 

第３条 特別認可制度により通学を許可する期間は、第５条の申請のあった日の属す

る年度の翌年度の４月１日から、当該児童の卒業の日（小学校の課程を修了する日

をいう。）までとする。 

 

第４条第１項中「できる」の次に「１学年の」を加え、「学級運営の活性化又は小

規模校の特性を生かした児童の成長を考慮し、望ましい学級児童数を１５人として、

同数を超えない範囲内において、教育長が定めるもの」を「１８から、勝浦小学校の

通学区域に居住する当該学年の児童の数を減じた数」に改め、同条第２項を削る。 

 

第５条中「第２条に定める対象となる者であって、」を「特別認可制度により」に、

「入学及び転入学申込書（様式第１号）を提出」を「福津市立勝浦小学校入学特別認

可制度入学及び転入学申請書（様式第１号）により申請」に改める。 

 

第６条の見出しを「（転入学の許可）」に改め、同条第１項中「申込みを受けたと

きは」を「申請があった場合」に改め、「当該申請に係る対象児（以下「申請対象児」

という。）が」を削り、「審査を行うものとする」を「確認を行い、転入学を許可す

る」に改め、同条第２項及び第３項を次のように改める。 

 

２ 第５条の申請があった者の数が、第４条に規定する転入学できる児童の数を超え

る場合は、抽選により転入学を許可する児童を決定する。 

３ 前項の抽選の方法は、教育長が定める。 

 



第７条の見出しを「（申請結果の通知）」に改め、同条中「、前条第１項の審査の

結果」を削り、「入学及び転入学許可通知書（様式第２号）」を「福津市立勝浦小学

校入学特別認可制度入学及び転入学許可通知書（様式第２号）」に、「入学及び転入

学不許可通知書（様式第３号）」を「福津市立勝浦小学校入学特別認可制度入学及び

転入学不許可通知書（様式第３号）」に改める。 

 

第８条の見出しを「（許可の取消し）」に改め、同条中「その転入学申込み」を「第

５条の申請」に、「転入学」を「転入学の許可」に改める。 

 

様式第１号、様式第２号及び様式第３号を、次のとおり改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現に改正前の福津市立勝浦小学校入学特別認可制度実施要

綱第７条の規定による転入学の許可を受けている者は、当該児童の卒業の日までの

許可を受けたものとみなす。 

 



 

（表） 

 

様式第１号（第５条関係） 

 

 

福津市立勝浦小学校入学特別認可制度 

入 学 及 び 転 入 学 申 請 書  

 

   年  月  日 

 

  福津市教育委員会 様 

 

申込者  住所                

 

申請者             印 

※自署の場合、押印は不要です。 

 

                 電話番号    ―    ―     

 

 

私は、福津市立勝浦小学校入学特別認可制度の趣旨や目的を理解して、下記

により、勝浦小学校への入学及び転入学を申請します。 

 

 

記 

 

ふりがな 

児童氏名 
 

生年月日  性別 男 ・ 女 

 

住所 

 

〒    －     

指定通学校  

入学・転入学の 

年度・学年 
 年度  第   学年 

ふりがな 

保護者氏名 
 

児童との

関係 
 

※指定学校の変更申請は、本申請をもって充てるため、省略する。 

 



 

（裏） 

調 査 確 認 表 

第    学年 

児童氏名（ふりがな） 

 

１ 勝浦小学校への通学についての考え 

保護者の考え 

 

 

児童の考え及び通学意欲 

 

 

２ 申請児童の基本的な通学方法（該当欄に○印を記入） 

登校 下校 通学方法 

  徒歩・バス等での自力通学 

  自家用車送迎（送迎者氏名           続柄    ） 

  その他 

 

３ 自力通学の可否（該当欄に〇印を記入） 

 自力通学を支障なくできる。 

 自力通学に不安がある。（具体的な内容を記入） 

 

４ PTA活動その他への保護者の参加（該当に☑） 

PTA役員としての活動 
□積極的に参加できる □できるものがあれば協力したい 

□難しい □できません □その他（         ） 

PTA会員としての活動 
□積極的に参加できる □できるものがあれば協力したい 

□難しい □できません □その他（         ） 

日曜参観・運動会 

奉仕作業等への参加 

□積極的に参加したい □できるだけ都合をつけ参加 

□難しい □できません □その他（         ） 

 



様式第２号（第７条関係） 

第    号 

 年  月  日 

 

 

         様 

 

 福津市教育委員会  

 

 

福津市立勝浦小学校入学特別認可制度 

入 学 及 び 転 入 学 許 可 通 知 書 

（指定学校変更通知書） 

 

 

 福津市立勝浦小学校入学特別認可制度実施要綱による勝浦小学校への入学及

び転入学について、下記のとおり許可しましたので、通知します。 

 

記 

 

現住所  

児童氏名  

生年月日  性別  

入学・転入学の  

年度・学年  
 年度  第   学年 

備考   

※住所等に変更が生じた場合は、福津市教育委員会学校教育課(0940-62-5090)

までお知らせください。 



様式第３号（第７条関係） 

第    号 

 年  月  日 

 

 

         様 

 

 福津市教育委員会  

 

 

福津市立勝浦小学校入学特別認可制度 

入 学 及 び 転 入 学 不 許 可 通 知 書 

 

 

 

 福津市立勝浦小学校入学特別認可制度実施要綱による勝浦小学校への入学及

び転入学について、下記のとおり不許可としましたので、通知します。 

 

記 

 

現住所  

児童氏名  

生年月日  性別  

不許可の理由   

備考   

 









議案第３２号 

 

 

福津市学校給食委員会委員の委嘱について 

 

 

別紙の者を福津市学校給食委員会委員に委嘱する。 

 

 

  令和６年６月２７日 

 

福津市教育委員会           

教育長職務代理者 青 木  一 乗  

 

理 由 

福津市学校給食委員会規則（平成２４年福津市教育委員会規則第４号）第３

条の規定に基づき、福津市学校給食委員会委員を委嘱する必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 

 

参 考 

○福津市学校給食委員会規則（抄） 

(組織) 

第３条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する１５人以

内の委員で組織する。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の

総数の１０分の４未満であってはならない。 

（１） 福津市立小中学校の学校長、学校給食担当教諭、養護教諭、栄養教 

   諭及び学校栄養職員の代表 

（２） 福津市立小中学校の保護者(学校教育法(昭和２２年法律第２６号)  

第１６条に規定する保護者をいう。)の代表 

（３） 福津市学校給食会の代表 

（４） 福津市共同調理場運営委員会の代表 

（５） 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者 

２ 委員会の委員の任期は１年以内とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員会は、委員が職務の遂行に支障があると認めるとき又は委員たるにふ

さわしくないと認めるときは、任期内でもこれを解嘱することができる。 



氏名 フリガナ 備考

１号 市立小中学校の学校長代表 　清水　光朗 　シミズ　アキラ 福間中学校　校長

１号
市立小中学校の学校給食担当教諭
の代表

　小野　陽子 　オノ　ヨウコ 福間小学校　教諭

１号
市立小中学校の栄養教諭及び
学校栄養職員の代表

　岡野　亜希子 　オカノ　アキコ 福間南小学校　栄養教諭

１号
市立小中学校の栄養教諭及び
学校栄養職員の代表

　宮﨑　涼子 　ミヤザキ　リョウコ 福間中学校　栄養教諭

１号 市立小中学校の養護教諭の代表 　松吉　美優 　マツヨシ　ミユ 福間中学校　養護教諭

２号 市立小中学校の保護者代表 　宮川　拓 　ミヤカワ　タク 津屋崎小学校　保護者

２号 市立小中学校の保護者代表 　倉地　弘美 　クラチ　ヒロミ 神興東小学校　保護者

２号 市立小中学校の保護者代表 　肥後　麻希 　ヒゴ　マキ 福間東中学校　保護者

3号 福津市学校給食会の代表 　近藤　浩美 　コンドウ　ヒロミ 上西郷小学校　校長

4号
福津市共同調理場運営委員会
の代表

　白土　真二郎 　シラツチ　シンジロウ 津屋崎中学校　校長

5号 教育委員会が必要と認める者 　古賀　毅 　コガ　ツヨシ 福間東中学校　教頭

区分

福津市学校給食委員会委員名簿

任期：令和６年８月１日～令和７年３月３１日



議案第３３号 

 

 

多段階浸水想定の実施と学識経験者を交えた検討等を求める請願書について 

 

 

上記の議案を上程する。 

 

 

  令和６年６月２７日 

 

福津市教育委員会      

教育長職務代理者 青 木  一 乗  

 

理 由 

 令和６年６月１４日に、福津市教育委員会請願処理規則（平成１７年福津市 

教育委員会規則第４号）第２条の規定に基づき請願書が提出されたことに伴

い、同規則第４条の規定に基づき教育委員会の採決を受ける必要があるため、

同規則第３条の規定に基づき報告を行う。 

 これが、この議案を提出する理由である。 

 

参 考 

○福津市教育委員会請願処理規則 

（趣旨） 

 第１条 この規則は、福津市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に

対する請願、陳情等（以下「請願等」という。）の処理に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

（請願書等の提出） 

 第２条 教育委員会に対し請願等をしようとする者は、次の各号に掲げる事

項を記した書面（以下「請願書等」という。）を教育委員会教育長（以下

「教育長」という。）に提出しなければならない。 

 （１） 件名 

 （２） 請願等の趣旨 

 （３） 請願等を行う者の住所及び氏名（法人等にあっては、その所在地、

名称及び代表者の氏名） 

 



（請願書等の処理） 

 第３条 教育長は、前条の規定による請願等を受理したときは、受理後最初

に招集される教育委員会の会議において報告しなければならない。 

 第４条 教育委員会は、前条の規定により報告を受けたときは、これに対し

採決しなければならない。 

 第５条 教育委員会は、必要があると認めるときは、請願等をした者に対し

出頭を求め、直接その趣旨を述べさせることができる。 

 













議案第３４号 

 

 

福津市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 

 

 

 別紙のとおり福津市スポーツ推進審議会委員を委嘱する。 

 

 

  令和６年６月２７日 

 

                 福津市教育委員会 

                 教育長職務代理者 青 木  一 乗 

 

理 由 

 福津市スポーツ推進審議会条例（平成２８年福津市条例第２７号）第３条の

規定により、別紙名簿のとおり福津市スポーツ推進審議会の委員を委嘱する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 

 

参 考 

〇福津市スポーツ推進審議会条例（抄） 

（組織） 

第３条 審議会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する委員１

１人以内の委員で組織する。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、

委員の総数の１０分の４未満であってはならない。 

（１） 学識経験のある者 

（２） 市内スポーツ関係団体の代表者 

（３） 市内小・中学校教職員の代表者 

（４） その他教育委員会が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補

欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は再任されることができる。 



※令和６年６月２７日現在

氏　　　名 性別 備考（所属団体等）

イクタ　ジュンイチ

生田　淳一

アベ　ヤスヒデ

阿部　康英

ウチヤマ　クミコ

内山　久美子

シノザキ　スミコ

篠﨑　寿美子

マスイ　クミコ

増井　久美子

ナカオ　マナブ

中生　　学

フジオカ　タロウ

藤岡　太郎

マトバ　タカユキ

的場　隆幸

アソウ　タツヒロ

麻生　辰廣

キムラ　ユウミ

木村　由美

福津市立神興東小学校

福津市身体障害者福祉協会

公　募

福津市スポーツ推進委員

福津市スポーツ推進委員

福津市スポーツ推進委員

福津市体育協会

福津市立福間中学校

3号

4号

4号

男

男

女

女

女

男

男

男

男

女

2号

2号

2号

8

9

10

スポーツ関係団体

小・中学校代表

小・中学校代表

その他

その他

スポーツ関係団体

スポーツ関係団体

スポーツ関係団体

2号

3号

3

4

5

6

7

（任期：令和６年７月１日～令和８年３月３１日）

区　　分

福津市スポーツ推進審議会名簿（案）

1

2

1号

2号

福岡教育大学

福津市スポーツ推進委員

学識経験者

スポーツ関係団体



議案第３５号 

 

 

福津市立図書館協議会委員の解任及び任命について 

 

 

別紙のとおり福津市立図書館協議会委員を解任及び任命する。 

 

 

令和６年６月２７日 

 

                  福津市教育委員会 

教育長職務代理者 青 木  一 乗  

 

理 由 

 福津市立図書館協議会条例（平成１７年福津市条例第１４６号）第３条の規定

により、別紙のとおり福津市立図書館協議会の委員を解任及び任命する。 

 これが、この議案を提出する理由である。 

 

参 考 

〇福津市立図書館協議会条例（抄） 

（組織） 

第３条 協議会は、次に掲げる者のうちから、福津市教育委員会（以下「委員 

会」という。）が任命する委員１０名以内をもって組織する。 

（１） 学校教育及び社会教育の関係者 

（２） 家庭教育の向上に資する活動を行う者 

（３） 学識経験のある者 

２ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の１０分の４未満であっ 

てはならない。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間 

とする。 

 



福津市立図書館協議会委員

区分 氏  名 フリガナ 性別

津屋崎小学校長

解任日：令和６年６月３０日

福間中学校長

解任日：令和６年６月３０日

区分 氏  名 フリガナ 性別

1号 安河内　友美 ヤスコウチ　ユミ 女 福間小学校長

1号 國廣　信弥 クニヒロ　シンヤ 男 福間東中学校長

区分 氏  名 フリガナ 性別

3号 河井　律子 カワイ　リツコ 女 会長

3号 山元　悦子 ヤマモト　エツコ 女 副会長

3号 安徳　尊博 アントク　タカヒロ 男

2号 小松　益子 コマツ　マスコ 女

2号 立石　たかね タテイシ　タカネ 女

2号 田島　勝彦 タジマ　カツヒコ 男 公募

1号 藤吉　有里 フジヨシ　ユリ 女 公募

2号 山口　尚志 ヤマグチ　ヒサシ 男 公募

（区分）福津市立図書館条例第3条第1項

1号： 学校教育及び社会教育の関係者

2号： 家庭教育の向上に資する活動を行う者

3号： 学識経験のある者

１．解任する者（解任日：令和6年6月30日）

２．新たに任命する者（任期：令和6年7月1日から令和7年6月30日）

【参考】任命済の者（任期：令和5年7月1日から令和7年6月30日）

木庭　竜之助 コバ　リュウノスケ 男1号

1号 清水　光朗 シミズ　アキラ　 男



令和６年度　教育委員会スケジュール

6月27日 木 令和６年福津市教育委員会第６回定例会 9:30 別館１階大ホールAB ○ ○

【文科省主催】全国市町村教育委員会研究協議会 13:30 （オンライン）
田中委員
村井委員

R6.7.1～7.31

月日 曜 事　　　項 時間 場所 委員 教育長

7月8日 月 庁議 13:30 庁議室 ○

7月10日 水 福岡地区不祥事防止対策推進委員会 15:30 福岡教育事務所　視聴覚室 石津部長

管内教育長会議 16:00 福岡教育事務所　視聴覚室 石津部長

7月11日 木 神興幼稚園訪問 9:00 神興幼稚園 ○ ○

7月13日 土 郷育カレッジ開講式 12:30 中央公民館 ○ ○

7月22日 月 庁議 9:00 庁議室 ○

7月25日 木 令和６年教育委員会第７回定例会 9:30 別館１階大ホールAB ○ ○

7月31日 水 福津市人権・同和教育研究協議会/CS実践報告会 13:45 カメリアホール 石津部長

７月の教育委員会定例会は７月２５日（木）の予定です。宜しくお願いします。

８月の教育委員会定例会は８月２２日（木）の予定です。宜しくお願いします。


